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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第84期

第３四半期
連結累計期間

第85期
第３四半期
連結累計期間

第84期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (百万円) 87,457 99,956 123,792

経常利益 (百万円) 2,897 3,954 4,101

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,981 2,754 2,796

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,840 4,687 3,501

純資産額 (百万円) 38,428 44,358 40,088

総資産額 (百万円) 77,630 87,125 82,674

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 95.35 132.56 134.60

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 49.4 50.8 48.4
 

　

回次
第84期

第３四半期
連結会計期間

第85期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 38.33 51.82
 

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

　

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社企業グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事

業の内容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年

度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。　

　
２ 【経営上の重要な契約等】

平成25年10月１日付でルネサス エレクトロニクス㈱を存続会社、ルネサス エレクトロニクス販売㈱

を消滅会社とする相手先の吸収合併が行われたことに伴い、従来３社間契約であった契約を、存続会社

との２社間契約として再締結いたしました。

　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新興国・中国経済の減速など厳しい状況があ

るものの、政府の経済対策などの効果により公共投資・輸出の拡大など緩やかな回復基調で推移いた

しました。

このような情勢のなかで当社企業グループは、海外では、新たにマレーシアに営業拠点を設けると

ともに、上海にＦＡ技術者を常駐派遣し現地スタッフの技術指導を徹底するなど、中国をはじめ東南

アジアでの海外ビジネスを積極的に推進してまいりました。

一方、国内におきましては、子会社として昨年２月に営業を開始した半導体製品の販売及び電子部

品等のコンポーネントを製作する「株式会社立花デバイスコンポーネント」を新たにグループの戦力

として加え事業領域の拡大を図るなど、連結シナジーの追求を図ってまいりました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高999億56百万円（前年同期比14.3％増）、

営業利益28億77百万円（前年同期比47.7％増）、経常利益39億54百万円（前年同期比36.5％増）、四

半期純利益27億54百万円（前年同期比39.0％増）となりました。

　
セグメント別については以下の通りであります。

　

〔ＦＡシステム事業〕　

売上高:465億38百万円(前年同期比11.8％増)、営業利益:16億99百万円(前年同期比19.4％増)

ＦＡ機器分野は、半導体・液晶・自動車などの緩やかな回復により各種製造装置メーカー向けにプ

ログラマブルコントローラーやインバーター、ＡＣサーボなどの主力商品が前年並みを確保するとと

もに、太陽光向けに漏電遮断機や電磁開閉器などの配電制御機器が好調に推移いたしました。また、

鉄鋼プラント向け電気設備が売り上げに貢献いたしました。

産業機械分野は、自動車及び建機部材関連向けに放電加工機やレーザー加工機などが前年並みを確

保しましたが、大口受注の減少により電子ビーム加工機が前年を下回りました。

　
〔半導体デバイス事業〕　

売上高:380億61百万円(前年同期比19.3％増)、営業利益:10億95百万円(前年同期比86.0％増)

半導体デバイス事業分野は、ＯＡ機器分野向けに電子デバイスが好調に推移いたしましたが、民生

分野向けのマイコンが受注減少により低調に推移いたしました。海外におきましては、タチバナセー

ルス（シンガポール）社及び立花機電貿易（上海）有限公司を中心として半導体が伸長いたしまし

た。また、連結子会社として昨年２月に営業を開始した半導体製品の販売及び電子部品などのコン

ポーネントを製作する株式会社立花デバイスコンポーネントが販売に大きく貢献いたしました。
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〔施設事業〕

売上高:84億７百万円(前年同期比11.2％増)、営業利益:51百万円(前年同期比33.1％減)

施設事業分野は、ビル用マルチエアコンや店舗用パッケージエアコンは、補助金が終了した反動に

より、物件受注及び物品販売とも低調に推移いたしましたが、住宅着工戸数の増加に加え猛暑効果も

ありルームエアコンが大幅に増加するとともに産業用太陽光発電設備や特高受配電設備が好調に推移

いたしました。

　
〔情報通信事業〕

売上高:35億99百万円(前年同期比12.9％減)、営業利益:26百万円(前年同期は64百万円の損失)

情報通信事業分野は、タッチパネルモニターが好調に推移したものの、コンピューター関連機器の

パソコンやプリンターなどが低調に推移いたしました。

　
〔その他〕

売上高:33億49百万円(前年同期比50.8％増) 営業利益:５百万円(前年同期は74百万円の損失)

ソリューション事業分野は、設計・施工を含めた産業用太陽光発電システム及び冷熱設備システム

が増加いたしました。

ＭＳ事業分野は、電子機器の受託生産が順調に推移するとともに立体駐車場の取り扱い品種の増加

に伴い金属部材が好調に推移いたしました。

　

(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、871億25百万円となり前連結会計年度末に比べ

44億50百万円増加いたしました。

流動資産は、680億88百万円となり前連結会計年度末に比べ20億83百万円増加いたしました。この

主な要因は、現金及び預金の増加36億36百万円、受取手形及び売掛金の減少14億22百万円によるもの

であります。

固定資産は、190億37百万円となり前連結会計年度末に比べ23億66百万円増加いたしました。この

主な要因は、投資有価証券の増加24億78百万円によるものであります。

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、427億66百万円となり前連結会計年度末に比べ

１億80百万円増加いたしました。

流動負債は、400億23百万円となり前連結会計年度末に比べ55百万円増加いたしました。この主な

増減は、支払手形及び買掛金の増加７億３百万円、賞与引当金の減少４億22百万円であります。

固定負債は、27億43百万円となり前連結会計年度末に比べ１億25百万円増加いたしました。この主

な要因は、長期借入金の減少３億32百万円、負ののれんの減少３億75百万円、繰延税金負債の増加８

億40百万円によるものであります。

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、443億58百万円となり前連結会計年度末に比

べ42億69百万円増加いたしました。この主な要因は、利益剰余金の増加23億38百万円、その他有価証

券評価差額金の増加16億11百万円によるものであります。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社企業グループにおける事業上及び財務上の対処すべき課

題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、そ

の内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。

　

買収防衛策について

当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的に、平成19年６

月28日開催の第78回定時株主総会において、株主の皆様にご承認をいただき「当社株式の大規模買付

行為に関する対応策（買収防衛策）」を導入いたしました。

その後、平成22年５月24日開催の当社取締役会において、かかる買収防衛策を一部変更及び継続す

ることを決議し、変更後の「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、

「旧プラン」という。）の継続について、平成22年６月29日開催の第81回定時株主総会において株主

の皆様にご承認をいただきました。

また、この旧プランは、その有効期間が「株主の皆様のご承認をいただいた時から、承認後３年以

内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会（平成25年６月開催予定）の終結の時

まで」となっていたことから、当社取締役会は、旧プランの廃止、内容の変更、継続等について、平

成20年６月30日付企業価値研究会の報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及

び近時の経済情勢等を踏まえ慎重に検討を重ねてまいりましたが、平成25年５月27日開催の当社取締

役会において、旧プランを踏襲しつつ内容を一部変更の上、平成25年６月27日開催の第84回定時株主

総会に付議し、大規模買付行為がなされた場合の対応方針に関する「当社株式の大規模買付行為に関

する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」という。）継続について、株主の皆様のご承認を

得ております。

　
Ⅰ　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を確保し、向上に資する者が望ましいと考えております。

もっとも、当社は、公開会社として当社株式の自由な売買を株式市場に委ねている以上、会社を

支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様の意思に基づき決定されるべきであり、会社の支配

権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断も、最終的には当社株式を保有する株主の皆様のご

判断に委ねられるべきものであると考えます。加えて、かかる支配権の移転を伴う買付提案が、当

社取締役会の賛同を得ずに行われる行為であっても、当社や株主の皆様の利益に資するものであれ

ば、これを一概に否定するものでもありません。

しかしながら、当社株式の大規模買付行為や買付提案の中には、株主の皆様に株式の売却を事実

上強要するおそれがあるもの、株主の皆様が買付の条件等について検討することや当社取締役会が

代替案を提案するための充分な時間や情報を提供しないもの、買付者の提示した条件が当社の企業

価値に照らして著しく不十分または不適切であるもの等、株主共同の利益を毀損しかねないものも

考えられます。

このような大規模買付者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当

でないと判断します。

将来当社が、このような濫用的な買収行為の対象となった場合、当社や株主の皆様の利益に資す

るものであるか否かを株主の皆様に合理的かつ適切に判断していただくためには、当社取締役会は

大規模買付者との交渉に必要かつ十分な機会を確保し、大規模買付者の提案や当社取締役会の評価

意見並びに代替案等の情報を株主の皆様にご提供することが重要であると考えております。

以上のことを考慮した結果、当社は、大規模買付行為において株主の皆様に合理的かつ適切なご

判断をしていただくための情報を提供するためには、当社が事前警告型買収防衛策として設定した

本プランを継続し、大規模買付者には大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会

に事前に提供していただき、当社取締役会として一定の評価期間を設けることが当社並びに株主全

体の利益を守るために必要であると考えております。

　
Ⅱ．本プランの概要
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本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、

大規模買付者の議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または、結

果として議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為に関する事前警告型の買収対応策で

す。

大規模買付者には、予め本プランに定められたルール（以下、「大規模買付ルール」という。）

に従っていただくことといたします。

大規模買付ルールは、株主の皆様に合理的かつ適切なご判断をしていただくための情報を提供す

るため、大規模買付行為が実行される前に、当社取締役会が、大規模買付行為の評価・検討を行う

上で必要かつ十分な情報（以下、「大規模買付情報」という。）の提供を大規模買付者に求め、当

社取締役会による一定の評価期間が経過した後に、大規模買付行為を開始することを認める、とい

うものです。

なお、当社取締役会が、大規模買付行為に関して一定の評価を行うにあたり、本プランを適正に

運用するとともに当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、当社取締役

会から独立した特別委員会を設置いたします。

当社取締役会は、大規模買付行為に対し、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、新株予約権

無償割当ての発行等、会社法、金融商品取引法、その他の法律が認めるその時点で最も適した対抗

措置（以下、「対抗措置」という。）を発動するか否かについて、決議するものとします。

　
本プランで定める手続きの流れは次のとおりです。

① 大規模買付者に対し、当社取締役会宛に大規模買付ルールに従う旨の意向表明書の提出を求

めます。

② 当社取締役会は、事前に大規模買付者から当該大規模買付行為に関する大規模買付情報の提

供を求め、それらの情報の検討等を行う時間を確保いたします。

③　当社取締役会は、大規模買付者より提供された情報について、特別委員会に提供するととも

に一定の評価・検討を行った上で、株主の皆様に当社取締役会としての評価意見や必要に応

じて代替案を提供いたします。

④　当社取締役会は、当該大規模買付行為に対し、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、対

抗措置の発動をするか否かについて、決議するものとします。

なお、特別委員会は、対抗措置の発動をするか否かについての勧告に際し、株主の皆様の意

思確認を行うための会社法上の株主総会（以下、「株主確認総会」という。）を開催すべき

旨を併せて勧告できるものとします。

　
なお、本プランの詳細については、当社ホームページ（http://www.tachibana.co.jp/）に掲載

しております。

　
Ⅲ. 本プランの合理性

１. 買収防衛策に関する指針の要件の充足

 本プランは、平成17年５月27日に経済産業省及び法務省により策定・公表された「企業価値・

株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」及び平成20年６月30日に経

済産業省の企業価値研究会により策定・公表された「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛の

在り方」並びに東京証券取引所の有価証券上場規程第440条に定める買収防衛策の導入に係る尊

重事項を踏まえ、これらの指針等を充足する設計としております。

　
２. 株主総会決議による導入と有効期間等を定めたサンセット条項の設定

本プランは、株主の皆様の意思を尊重するために、株主総会のご承認を経て導入されるもので

あり、本プランの決定機関を明確にするために、当社定款に本プランに導入等の決定機関を定め

ております。
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本プランの有効期間につきましても、平成25年６月27日開催の当社第84回定時株主総会におい

て、株主の皆様のご承認をいただいた時から、承認後３年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会（平成28年６月開催予定）の終結の時までと定めております。

なお、本プランが有効期間中であっても当社株主総会あるいは当社取締役会の決議によって、

本プランを廃止できるものとしております。

以上のことから、本プランは、株主の皆様の意思に基づくものと考えております。

　
３. 特別委員会の意見の最大限の尊重

当社取締役会は、大規模買付者が提出した大規模買付情報が大規模買付ルールを遵守している

か否か、あるいは当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるものであるか否

かの判断について、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、当社取

締役会から独立した特別委員会の意見を最大限尊重いたします。

　
４. 対抗措置の発動における株主意思の反映機会の確保

本プランは、大規模買付行為に対する対抗措置の発動については、原則として取締役会の決議

により決定いたしますが、株主の皆様の意思を尊重するために、株主確認総会のご承認を経て対

抗措置の発動または発動しないことを決定することもできるものとし、当社定款に対抗措置の発

動に関する決定機関を定めております。

　
５. デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会または株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により

いつでも廃止または変更することができるものとされておりますので、いわゆるデッドハンド型

買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）

ではありません。

また、当社は取締役の任期を１年としているため、本対応方針はスローハンド型買収防衛策

（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要

する買収防衛策）でもありません。

 

　
(4) 研究開発活動　

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 80,000,000

計 80,000,000
 

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成25年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 21,381,102 21,381,102
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株であり
ます。

計 21,381,102 21,381,102 ― ―
 

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成25年12月31日 ― 21,381 ― 5,692 ― 5,492
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成25年12月31日現在
 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 603,200

 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

20,735,000
207,350 ―

単元未満株式
普通株式

42,902
― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 21,381,102 ― ―

総株主の議決権 ― 207,350 ―
 

(注)「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式100株（議決権１個）が含まれて

おります。

　
② 【自己株式等】

  平成25年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式）
株式会社立花エレテック

大阪市西区西本町
１丁目13番25号

603,200 ― 603,200 2.82

計 ― 603,200 ― 603,200 2.82
 

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成25年10月１

日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けており

ます。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,574 16,210

受取手形及び売掛金
※１ 41,879 ※１ 40,457

有価証券 399 679

たな卸資産 8,235 8,954

その他 2,980 1,846

貸倒引当金 △64 △60

流動資産合計 66,004 68,088

固定資産

有形固定資産 3,503 3,484

無形固定資産 279 229

投資その他の資産

投資有価証券 11,801 14,279

その他 1,136 1,089

貸倒引当金 △50 △46

投資その他の資産合計 12,886 15,322

固定資産合計 16,670 19,037

資産合計 82,674 87,125

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※１ 33,721 ※１ 34,425

短期借入金 2,040 2,070

未払法人税等 653 609

賞与引当金 791 369

その他 2,760 2,548

流動負債合計 39,968 40,023

固定負債

長期借入金 558 225

退職給付引当金 651 633

負ののれん 876 500

その他 532 1,383

固定負債合計 2,618 2,743

負債合計 42,586 42,766
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,692 5,692

資本剰余金 5,571 5,571

利益剰余金 28,441 30,779

自己株式 △496 △497

株主資本合計 39,207 41,545

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,124 2,736

繰延ヘッジ損益 4 3

為替換算調整勘定 △322 △1

その他の包括利益累計額合計 806 2,739

少数株主持分 73 73

純資産合計 40,088 44,358

負債純資産合計 82,674 87,125
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

売上高 87,457 99,956

売上原価 76,279 87,703

売上総利益 11,177 12,253

販売費及び一般管理費 9,229 9,375

営業利益 1,948 2,877

営業外収益

受取利息 27 30

受取配当金 123 131

負ののれん償却額 377 375

為替差益 186 220

持分法による投資利益 199 279

その他 215 216

営業外収益合計 1,129 1,254

営業外費用

支払利息 32 26

売上割引 127 125

その他 21 24

営業外費用合計 181 177

経常利益 2,897 3,954

特別利益

投資有価証券売却益 － 11

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 11

特別損失

固定資産除却損 1 0

投資有価証券評価損 3 －

ゴルフ会員権評価損 10 1

特別損失合計 15 2

税金等調整前四半期純利益 2,881 3,964

法人税等 895 1,208

少数株主損益調整前四半期純利益 1,985 2,755

少数株主利益 4 1

四半期純利益 1,981 2,754
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,985 2,755

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △123 1,611

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △21 320

その他の包括利益合計 △145 1,932

四半期包括利益 1,840 4,687

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,836 4,686

少数株主に係る四半期包括利益 4 1
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

　

 
当第３四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

税金費用の計算 　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に

対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税

率を乗じて計算しております。
 

　

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　満期手形等の処理

     　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。

　なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末

日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　また、当第３四半期連結会計期間末日約定決済の以下の売掛金及び買掛金が、四半期連結会計期間

末残高に含まれております。

　

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

受取手形 924百万円 946百万円

支払手形 256百万円 284百万円

売掛金 973百万円 1,006百万円

買掛金 4,277百万円 4,557百万円
 

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及

び負ののれんの償却額は、次のとおりであります。

　

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

減価償却費 242百万円 215百万円

負ののれんの償却額 377百万円 375百万円
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(株主資本等関係)

１．配当に関する事項

　前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）

　(１) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月25日
取締役会

普通株式 207 10 平成24年３月31日 平成24年６月11日 利益剰余金

平成24年11月５日
取締役会

普通株式 207 10 平成24年９月30日 平成24年12月４日 利益剰余金
 

　

　(２) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結

会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません

　

　当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

　(１) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月27日
取締役会

普通株式 207 10 平成25年３月31日 平成25年６月11日 利益剰余金

平成25年11月６日
取締役会

普通株式 207 10 平成25年９月30日 平成25年12月４日 利益剰余金
 

　

　(２) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結

会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません

　

２．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　前第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

        (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
（注）

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

FAシステム

事業

半導体デバ

イス事業
施設事業

情報通信事

業
計

売上高          

外部顧客への売上高 41,621 31,916 7,564 4,132 85,235 2,221 87,457 － 87,457

セグメント間の
内部売上高又は振替高

－ － － － － － － － －

計 41,621 31,916 7,564 4,132 85,235 2,221 87,457 － 87,457

セグメント利益又は損失(△)

(営業利益又は営業損失(△))
1,422 588 76 △64 2,022 △74 1,948 － 1,948

 

（注）「その他」の内容は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「ソリューション事業」及び「貿

易」を含んでおります。

　

　当第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

        (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
（注）

合計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額

FAシステム

事業

半導体デバ

イス事業
施設事業

情報通信事

業
計

売上高          

外部顧客への売上高 46,538 38,061 8,407 3,599 96,606 3,349 99,956 － 99,956

セグメント間の
内部売上高又は振替高

－ － － － － － － － －

計 46,538 38,061 8,407 3,599 96,606 3,349 99,956 － 99,956

セグメント利益(営業利益) 1,699 1,095 51 26 2,872 5 2,877 － 2,877
 

（注）「その他」の内容は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「ソリューション事業」及び「Ｍ

Ｓ事業」を含んでおります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

 １株当たり四半期純利益金額 95円35銭 132円56銭

    (算定上の基礎)   

    四半期純利益(百万円) 1,981 2,754

    普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 1,981 2,754

   普通株式の期中平均株式数(千株) 20,779 20,778
 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　

２ 【その他】

平成25年11月６日開催の取締役会において、第85期中間配当に関し次のとおり決議いたしました。

①配当金の総額 207百万円

②１株当たりの金額 10円

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成25年12月４日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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平成26年２月７日

有限責任監査法人トーマツ  

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　川　　﨑　　洋　　文　　印

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士　　矢　　倉　　幸　　裕　　印

独立監査人の四半期レビュー報告書
　

 

株式会社立花エレテック

取締役会　御中
 

　

 

　

 

　

 

　
　
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

株式会社立花エレテックの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会

計期間（平成25年10月１日から平成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日か

ら平成25年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益

計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半

期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され

た手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社立花エレテック及び連結子会社の

平成25年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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